
 

 

公文書管理委員会運営規則の改正について（概要） 

 

１ 改正の趣旨 

行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）及び行政不服審査法の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律（平成 26年法律第 69号）の施行に伴い、公文

書管理委員会運営規則（平成 22 年公文書管理委員会決定）について、所要の

形式改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

「異議申立て」を「審査請求」に改める等の所要の形式改正を行う。 

 

３ 今後のスケジュール 

  施行日：平成２８年４月１日 

      ※行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律の施行の日と同日 
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公
文
書
管
理
委
員
会
運
営
規
則
（
平
成
２
２
年
７
月
１
５
日
公
文
書
管
理
委
員
会
決
定
）
改
正
案
新
旧
対
照
表

 

 
新

 
旧

 

公
文
書
管
理
委
員
会
運
営
規
則

 
 

（
総
則
）
 

第
１
条
 
公
文

書
管

理
委

員
会
（

以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続

そ
の
他

委
員
会
の

運
営
に

関
し

必
要
な

事
項
は

、
公
文

書
等

の
管
理

に
関
す

る
法
律
（
平
成
２
１
年
法
律
第
６
６
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
公
文

書
管
理
委

員
会

令
（
平

成
２
２

年
政
令
第
１
６
６
号
。
以
下
「
委
員
会
令
」
と

い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

（
会
議
の
招
集
）
 

第
２
条
 

委
員

会
の

会
議

は
、

委
員
長

が
招
集
す
る
。
 

２
 
委
員

長
は
、
会
議
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
期
日
、
場

所
、
議

題
そ
の
他

必
要
な

事
項

を
委
員

に
通
知

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し
、

委
員
長
が

特
に
緊

急
の

必
要
が

あ
る
と

認
め
る

と
き

は
、
こ

の
限
り

で
は
な
い
。
 

（
委
員
長
）
 

第
３
条
 
委
員
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。
 

（
委
員
会
の
公
開
）
 

第
４
条
 
委
員

会
は
、
公
開
と

す
る
。
た

だ
し
、
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と

き
は
、
委

員
会
に

諮
っ

て
、
委

員
会
を

非
公
開

と
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

（
委
員
会
の
議
事
録
）
 

第
５
条
 
委

員
長
は

、
議
事
の

経
過
に
つ

い
て
、

議
事
録
を

作
成
し
て

委
員

会

公
文
書
管
理
委
員
会
運
営
規
則

 
 

（
総
則
）
 

第
１
条
 
公
文
書
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続

そ
の
他
委

員
会
の

運
営
に

関
し

必
要
な

事
項
は

、
公
文

書
等

の
管
理

に
関
す

る
法
律
（
平
成
２
１

年
法
律
第
６
６
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
公
文

書
管
理
委

員
会
令
（
平
成
２
２
年
政
令
第
１
６
６
号
。
以
下
「
委
員
会
令
」
と

い
う
。
）
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

（
会
議
の
招
集
）
 

第
２
条
 
委
員
会
の
会
議
は
、

委
員
長
が
招
集
す
る
。
 

２
 
委
員
長
は
、
会
議
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
期
日
、
場

所
、
議
題

そ
の
他

必
要
な

事
項

を
委
員

に
通
知

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し
、
委

員
長
が

特
に
緊

急
の

必
要
が

あ
る
と

認
め
る

と
き

は
、
こ

の
限
り

で
は
な
い
。
 

（
委
員
長
）
 

第
３
条
 
委
員
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。
 

（
委
員
会
の
公
開
）
 

第
４
条
 
委
員
会
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き

は
、
委

員
会
に

諮
っ

て
、
委

員
会
を

非
公
開

と
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

（
委
員
会
の
議
事
録

）
 

第
５
条
 
委

員
長
は

、
議
事
の

経
過
に
つ

い
て
、

議
事
録
を

作
成
し
て

委
員

会
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に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
議
事

録
は
、
公
開

と
す
る

。
た

だ
し

、
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
委
員
会
に
諮
っ
て
、
議
事
録
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
委
員
会

の
資
料

に
つ
い
て

は
、
審
議

の
途
中

に
あ
る
も

の
そ
の
他

公
開

す

る
こ
と

に
よ
り
公

平
か
つ

中
立

な
審
議

に
著
し

い
支
障

を
及

ぼ
す
お

そ
れ
が

あ
る
等

相
当
の
理

由
が
あ

る
と

委
員
長

が
認
め

る
も
の

を
除

き
、
公

開
す
る

も
の
と
す
る
。
 

（
特
定
歴
史
公
文
書
等
不
服
審
査
分
科
会
）
 

第
６
条
 

法
第
２

１
条

第
４
項

の
規
定

に
基
づ
く
国
立
公
文
書
館
等
の
長

か

ら
の
諮

問
に
関
す

る
事
項

に
つ

い
て
は

、
特
定

歴
史
公

文
書

等
不
服

審
査
分

科
会
（
以
下
、
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
に
付
託
す
る
。
 

２
 
分
科
会

は
、
法

第
２
２
条

に
お
い
て

読
み
替

え
て
準
用

す
る
情
報

公
開

・

個
人
情

報
保
護
審

査
会
設

置
法

（
平
成

１
５
年

法
律
第

６
０

号
）
第

９
条
か

ら
第
１
６
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
委
員
会
の
権
限
を
処
理
す
る
。
 

３
 
委
員
会

令
第
５

条
第
２
項

に
規
定
す

る
分
科

会
の
所
掌

事
務
に
関

す
る

事

項
に
つ
い
て
は
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
委
員
会
の
議
決
と
す
る
。
 

４
 
第
２
条

及
び
第

３
条
の
規

定
は
、
分

科
会
に

つ
い
て
準

用
す
る
。

こ
の

場

合
に
お
い
て
、
「
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
分
科
会
」
、
「
委
員
長
」
と
あ
る

の
は
「
分
科
会
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
分
科

会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
会

議
、
議
事
録
及
び
会
議
資
料
は
、
法
第

２
２
条
に
よ
り
、
非
公
開
と
す
る
。
 

６
 
分
科
会

の
所
掌

事
務
に
関

す
る
特
定

の
事
件

に
つ
き
、

委
員
会
令

第
６

条

第
４
項

に
規
定
す

る
自
己

の
利

害
に
関

係
す
る

場
合
と

は
、

次
の
各

号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
い
う
。
 

一
 
委
員

又
は
そ

の
配
偶

者
若

し
く
は

配
偶
者

で
あ
っ

た
者

が
、
次

に
掲
げ

に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
委
員
会
に

諮
っ
て
、
議
事
録
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
委
員
会

の
資
料

に
つ
い
て

は
、
審
議

の
途
中

に
あ
る
も

の
そ
の
他

公
開

す

る
こ
と
に

よ
り
公

平
か
つ

中
立

な
審
議

に
著
し

い
支
障

を
及

ぼ
す
お

そ
れ
が

あ
る
等
相

当
の
理

由
が
あ

る
と

委
員
長

が
認
め

る
も
の

を
除

き
、
公

開
す
る

も
の
と
す
る
。
 

（
特
定
歴
史
公
文
書
等
不
服
審
査
分
科
会
）
 

第
６
条
 
法
第
２

１
条

第
２
項

の
規
定
に
基
づ
く
国
立
公
文
書
館
等
の
長

か

ら
の
諮
問

に
関
す

る
事
項

に
つ

い
て
は

、
特
定

歴
史
公

文
書

等
不
服

審
査
分

科
会
（
以
下
、
「
分

科
会
」
と
い
う
。
）
に
付
託
す
る
。
 

２
 
分
科
会

は
、
法

第
２
２
条

に
お
い
て

読
み
替

え
て
準
用

す
る
情
報

公
開

・

個
人
情
報

保
護
審

査
会
設

置
法

（
平
成

１
５
年

法
律
第

６
０

号
）
第

９
条
か

ら
第
１
６
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
委
員
会
の
権
限
を
処
理
す
る
。
 

３
 
委
員
会

令
第
５

条
第
２
項

に
規
定
す

る
分
科

会
の
所
掌

事
務
に
関

す
る

事

項
に
つ
い
て
は
、
分

科
会
の
議
決
を
も
っ
て
委
員
会
の
議
決
と
す
る
。
 

４
 
第
２
条

及
び
第

３
条
の
規

定
は
、
分

科
会
に

つ
い
て
準

用
す
る
。

こ
の

場

合
に
お
い
て
、
「
委
員

会
」
と
あ
る
の
は
「
分
科
会
」
、
「
委
員
長
」
と
あ
る

の
は
「
分
科
会
長
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
分
科
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
会
議
、
議
事
録
及
び
会
議
資
料
は
、
法
第

２
２
条
に
よ
り
、
非
公
開
と
す
る
。
 

６
 
分
科
会

の
所
掌

事
務
に
関

す
る
特
定

の
事
件

に
つ
き
、

委
員
会
令

第
６

条

第
４
項
に

規
定
す

る
自
己

の
利

害
に
関

係
す
る

場
合
と

は
、

次
の
各

号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
い
う
。
 

一
 
委
員

又
は
そ

の
配
偶

者
若

し
く
は

配
偶
者

で
あ
っ

た
者

が
、
次

に
掲
げ
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る
者
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
っ
た
と
き
 

イ
 

審
査

請
求

人
 

ロ
 
参
加

人
 

ハ
 

利
用

請
求

者
（

利
用

請
求

者
が

審
査
請
求

人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場

合
を
除
く
）
 

二
 
利
用

請
求
又
は

審
査

請
求

手
続
に
関
与
し
た
公
務

員
等
又
は
独

立

行
政
法
人
等
の
役
員
若
し
く
は
職

員
 

二
 
前
号

の
イ
か

ら
ニ
ま

で
に

掲
げ
る

者
が
法

人
又
は

法
人

で
な
い

社
団
若

し
く

は
財

団
で
あ

る
場

合
、
委

員
又

は
そ
の
配

偶
者

若
し
く

は
配
偶

者
で

あ
っ

た
者

が
、
こ

れ
ら

の
代
表

者
若

し
く
は
管

理
人

で
あ
る

と
き
、

又
は

あ
っ
た
と
き
 

三
 
委
員

が
第
一

号
の
イ

か
ら

ニ
ま
で

に
掲
げ

る
者
の

四
親

等
内
の

血
族
、

三
親
等
内

の
姻
族

若
し

く
は
同

居
の

親
族
で
あ

る
と

き
、
又

は
あ
っ

た
と

き
 

四
 
委
員

が
第
一

号
の
イ

か
ら

ニ
ま
で

に
掲
げ

る
者
の

後
見

人
、
後

見
監
督

人
、

保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人
で
あ
る
と
き
 

五
 

委
員

が
審
査
請
求

事
件
に
つ
い
て

法
第
２
２
条
に
よ
る
読
替
え

後
の

情
報

公
開

・
個
人

情
報

保
護
審

査
会
設

置
法
第

９
条

第
４
項

の
規
定

に
よ

り
、
意
見
の
陳
述
又
は
鑑
定
を
行
う
者
と
な
っ
た
と
き
 

六
 
委
員

が
第
一

号
の
イ

か
ら

二
ま
で

に
掲
げ

る
者
の

代
理

人
若
し

く
は
補

佐
人

で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
っ
た
と
き
 

七
 

委
員

が
審
査
請
求

事
件
に
係
る
特

定
歴
史
公
文
書
等
を
作
成
し

た
と

き
又

は
異

議
申
立

事
件

に
係
る

特
定
歴

史
公
文

書
等

に
委
員

に
関
す

る
情

報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
 

７
 
分
科
会

長
は
、

分
科
会
に

属
す
る
委

員
が
前

項
各
号
に

該
当
す
る

と
思

料

る
者
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
っ
た
と
き
 

イ
 

異
議
申
立

人
 

ロ
 
参
加
人
 

ハ
 
利
用
請
求
者
（
利
用
請
求
者
が

異
議
申
立

人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場

合
を
除
く
）
 

二
 
利
用

請
求
又
は

異
議

申
立
て

手
続
に
関
与
し
た
公

務
員
等
又
は

独

立
行
政
法
人
等
の
役
員
若
し
く
は
職
員
 

二
 
前
号

の
イ
か

ら
ニ
ま

で
に

掲
げ
る

者
が
法

人
又
は

法
人

で
な
い

社
団
若

し
く
は
財

団
で
あ

る
場

合
、
委

員
又
は

そ
の
配

偶
者

若
し
く

は
配
偶

者
で

あ
っ
た
者

が
、
こ

れ
ら

の
代
表

者
若
し

く
は
管

理
人

で
あ
る

と
き
、

又
は

あ
っ
た
と
き
 

三
 
委
員

が
第
一

号
の
イ

か
ら

ニ
ま
で

に
掲
げ

る
者
の

四
親

等
内
の

血
族
、

三
親
等
内

の
姻
族

若
し

く
は
同

居
の
親

族
で
あ

る
と

き
、
又

は
あ
っ

た
と

き
 

四
 
委
員

が
第
一

号
の
イ

か
ら

ニ
ま
で

に
掲
げ

る
者
の

後
見

人
、
後

見
監
督

人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人
で
あ
る
と
き
 

五
 
委
員

が
異
議
申

立
事
件
に
つ
い
て

法
第
２
２
条
に
よ
る
読
替
え

後
の

情
報
公
開

・
個
人

情
報

保
護
審

査
会
設

置
法
第

９
条

第
４
項

の
規
定

に
よ

り
、
意
見
の
陳
述
又
は
鑑
定
を
行
う
者
と
な
っ
た
と
き
 

六
 
委
員

が
第
一

号
の
イ

か
ら

二
ま
で

に
掲
げ

る
者
の

代
理

人
若
し

く
は
補

佐
人
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
っ
た
と
き
 

七
 
委
員

が
異
議
申
立

事
件
に
係
る
特

定
歴
史
公
文
書
等
を
作
成
し

た
と

き
又
は
異

議
申
立

事
件

に
係
る

特
定
歴

史
公
文

書
等

に
委
員

に
関
す

る
情

報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
 

７
 
分
科
会

長
は
、

分
科
会
に

属
す
る
委

員
が
前

項
各
号
に

該
当
す
る

と
思

料
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す
る
場
合

は
、
直

ち
に
、
委
員

長
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８
 
委
員
は

自
ら
に

つ
い
て
、

第
６
項
各

号
に
規

定
す
る
特

別
の
利
害

関
係

を

有
す
る

場
合
に
準

ず
る
事

情
が

あ
る
と

き
、
同

項
第
一

号
イ

か
ら
二

ま
で
に

掲
げ
る

者
と
の
間

で
取
引

関
係

、
委
任

契
約
関

係
が
あ

る
と

き
、
同

イ
か
ら

二
ま
で
に
掲

げ
る
者
が
知
人
で
あ
る
と

き
そ
の
他
の

審
査
請
求

事
件
に
係

る
調
査

審
議
の
公

正
性
に

疑
い

を
生
じ

さ
せ
る

お
そ
れ

の
あ

る
事
情

が
あ
る

と
思
料

す
る
と
き

は
、
分

科
会

長
に
対

し
て
、

そ
の
旨

を
申

し
出
る

こ
と
が

で
き
る
。
 

９
 
前
項
の

申
出
を

受
け
た
分

科
会
長
は

特
に
必

要
が
な
い

と
認
め
る

場
合

を

除
き
、
直
ち

に
、
委

員
長

に
同

申
出
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
雑
則
）
 

第
７
条
 
こ

の
規
則

に
定
め
る

も
の
の
ほ

か
、
委

員
会
の
議

事
の
手
続

そ
の

他

会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

委
員
長
が
定
め
る
。
 

２
 
分
科
会

に
お
い

て
必
要
が

あ
る
場
合

に
は
、

分
科
会
の

議
事
の
手

続
そ

の

他
運
営

に
関
し
必

要
な
事

項
は

、
分
科

会
長
が

分
科
会

に
諮

っ
て
定

め
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則

は
、
平
成
２
２
年
７
月
１
５
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則

は
、
平
成
２
３
年
１
月
１
９
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
附

 則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
２
８

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

す
る
場
合

は
、
直
ち
に
、
委
員
長
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８
 
委
員
は

自
ら
に

つ
い
て
、

第
６
項
各

号
に
規

定
す
る
特

別
の
利
害

関
係

を

有
す
る
場

合
に
準

ず
る
事

情
が

あ
る
と

き
、
同

項
第
一

号
イ

か
ら
二

ま
で
に

掲
げ
る
者

と
の
間

で
取
引

関
係

、
委
任

契
約
関

係
が
あ

る
と

き
、
同

イ
か
ら

二
ま
で
に
掲

げ
る
者
が
知
人
で
あ
る
と
き

そ
の
他
の

異
議
申
立

事
件
に
係

る
調
査
審

議
の
公

正
性
に

疑
い

を
生
じ

さ
せ
る

お
そ
れ

の
あ

る
事
情

が
あ
る

と
思
料
す

る
と
き

は
、
分

科
会

長
に
対

し
て
、

そ
の
旨

を
申

し
出
る

こ
と
が

で
き
る
。
 

９
 
前
項
の

申
出
を

受
け
た
分

科
会
長
は

特
に
必

要
が
な
い

と
認
め
る

場
合

を

除
き
、
直
ち
に
、
委
員
長
に
同
申
出
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
雑
則
）
 

第
７
条
 
こ

の
規
則

に
定
め
る

も
の
の
ほ

か
、
委

員
会
の
議

事
の
手
続

そ
の

他

会
議
の
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
定
め
る
。
 

２
 
分
科
会

に
お
い

て
必
要
が

あ
る
場
合

に
は
、

分
科
会
の

議
事
の
手

続
そ

の

他
運
営
に

関
し
必

要
な
事

項
は

、
分
科

会
長
が

分
科
会

に
諮

っ
て
定

め
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
２
２
年
７
月
１
５
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
２
３
年
１
月
１
９
日
か
ら
施
行
す
る
。
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